
	申請書に添付する書類の注意事項について
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	申請書に添付する書類
	注意事項

	1 
	住民票記載事項証明書
（法人の場合は、代表者のもの）
	〇住民票記載事項証明書とは、氏名、性別、生年月日、住所の4項目を記載した証明書です。住民票とは、異なりますのでご注意ください。
〇自治体によっては、住民票記載事項証明書に本籍や続柄やマイナンバーなどが記載される場合がありますが、それらの記載は不要です。

	2 
	経歴書（法人の場合は、代表者のもの）
	書式の指定は、ありません。

	3 
	「身分証明書」（代表者のもの）
	〇市区町村が発行する「身分証明書」です。本籍地のある市区町村で取得できます。
〇本籍地を有しない人の場合は、法務局が発行する「登記されていないことの証明書」を提出してください。

	4 
	商業登記簿謄本（法人の場合のみ）（履歴事項全部証明書）
	○法務局が発行する「履歴事項全部証明書」を添付してください。

	5 
	定款の写し（法人の場合のみ）
	○原本証明をしたものを提出ください。

	6 
	営業所の平面図ならびに付近見取図（様式第1号の2）および写真
	○写真は、営業所の外観と内装のどちらも提出してください。

	7 
	責任技術者名簿（様式第2号）
	○責任技術者は、責任技術者証の写し、または福岡県下水道排水設備責任技術者試験合格証の写しを提出してください。

	8 
	排水設備工事の施工に必要な設備および機械器具を有していることが分かる書類・写真
	○書式の指定は、ありません。

	9 
	市町村税に滞納がないことを証明する書類
	〇営業所のある市町村で発行される「滞納のない旨の記載」がある納税証明書または「滞納のない証明書」を提出してください。
〇法人の場合は法人、個人の場合は代表者のものを提出してください。



※国の「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」の趣旨を踏まえ、那珂川市下水道条例でも、排水設備工事責任技術者を福岡県内における営業所での「選任」を認める改正を行いました。そのため、今年度より様式の一部を変更しています。

